
第 1期統一国家の形成と大蔵省

第 4章貨幣、金融制度の創設

維新前後の財政金融問題は，どれを財政問題とみ，

どれを金融問題とみるかの区分もはっきりしないこと

が多く，それゆえに金融問題についても，それぞれに部

門を分けて把握することが困難であるが，それはまた

どの部門についても制度的な確立がなく，旧制度につ

いての基礎が不安定であったり，崩壊していたりであ

ったことによっていた。したがって，明治初期の財政

金融政策の課題は，政策対象となる諸事項をいかに制

度化してゆくかを主要な問題としていた。それはまた

未分化のものをそれぞれの事項として明分化し，さら

に制度的確立を果たす過程で、あった。それゆえ，初め

からそれぞれの事項に分けた記述をすることは困難な

場合が多L、。この金融関係の諸制度も互いに密接につ

ながりあっており，また金融以外の諸事項，諸政策と

も関連するので，本章ではそれらのつながりを十分配

慮しつつ，金融関係の諸制度の確立過程を記述するこ

とにする。

第 1節 通貨政策と近代的幣制確立への歩み

1 幕府幣制の崩壊と明治初頭の幣制の混乱

一国の金融組織がその機能を発揮するためには，当

然、貨幣制度の確立安定が前提条件となるo 後述のとお

り，明治初頭には現在のわれわれが経験しているよう

な金融機関の組織的な発達はなく，信用組織も私的な

つながりのわくを出るものではなかったo しかし，貨

幣制度はこのような金融機関の未発達の社会において

も早くから発達していて，それぞれの時期に応じた体

系を作り上げていた。その貨幣制度は徳川幕府時代を

通じて維持されてきてはいたが，その末期においては

すでに崩壊に近い状態にあり，安政5年に米・英・露・

蘭・仏5カ国との条約締結によって貿易が関かれるに

及んで，その基礎はさらに強くゆるがされた。そのよ

うな状態のもとで新政府は政権を引き継いだので，幣

部

制を確立することは，財政金融政策を進めるための基

礎固めとして焦眉の急務であった。

しかしながら，この幣制確立のためには，財源確保

として，財政収入を十分に得なければならなかったが，

財政的基礎も金融と同様に不安定であり，結局，幣制

の確立としづ基本課題を実現できぬままに，新政府は

その当面の諸政策を進めなければならなかった。そし

て，この諸政策実行の過程で、再々の改革を経て，幣制

の整備確立に近づいていった。そこで，まずこの新政

府の発足時の貨幣事情を幕末の幣制の事情とともに記

すことにしよう。

徳川幕府265年の幣制の基本は慶長年間に定められ

た。金銀貨を軸としたその幣制は，元禄，宝永年聞に

改鋳されて純分を減じ，正徳，享保の時代に一度は純

分引上げが図られたが，この努力も十分に効果をあげ

ぬうちに，短年月ののちには再び純分を落さぎるをえ

なくなり，その後さらに安政年間に改鋳して純分比価

を引き下げた。このような再々の改鋳によって金銀貨

の質は著しく低下し，金銀貨の偽造も現われて，貨幣

に対する信用は稀薄となっていた。しかし貨幣流通が

国内に限定されている聞は，この不安定も社会問題と

して表面化することが少なかったが， 5カ国との通商

条約締結によって，国内における外国貨幣の通用が認

められ，わが国の貨幣の輸出が承認されたことで，制

度としての基礎を失いかけていた幕府の幣制はますま

す窮地に追いつめられ，安政 6年には，アメリカ公使

のハリスから幣制改革の忠告を受けるまでにいたって

いた。

このような幣制の混乱に拍車をかけていたのが，各

藩ごとに発行していた藩札の氾濫であった。藩札は各

藩ごとに発行されたもので，発行の理由もそれぞれに

異なり，種類も多様で，それらを一律に説明すること

はできないが，共通点はその通用が各藩内に制限され

た紙幣であって，正貨先換の約束はなかった。藩札発

行の歴史は古く，寛文年間 (1661年〉にさかのぼるが，

明治2年の版籍奉還，同4年の廃藩置県で、藩札の負担

が新政府に移ることが確定したときには， 244の藩が

藩札を発行しており，その種類は 1，690を越え，その

額にいたっては 3，855万余円と推計された。報告から

もれたものを加えれば，その種類，金額はさらに大き

なものであったろう。

このような幣制の混乱のもとで発足した新政府とし

ては，幣制の整備確立は財政，通商いずれの体制を固

めるについても不可欠の基本条件であった。かくて慶

応4年4月には，純正画ーの貨幣を新しく鋳造する方

針を定め，幕府の銀座を廃して大阪に造幣工場を作る

ことを決め， 11月にその建設に着手した。新しい制度

が制度としての実を備えるにいたる経過の説明は別に

ゆずるが，政府は幣制確立のために幣制の内容検討を

進め，明治2年11月にはその基本方針を定めた。その

方針によれば，従来の両・歩・朱による四進法を廃し

て十進法に改め，制度の基本を銀本位として，金貨を補
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助貨とすることにした。その後さらに検討を加えて貨

幣の形状を円形に統一し，金銀の比価を金1に対して

銀16とし，貨幣単位の呼称を円・銭・厘とし，銀量目

を416グレーン 900位とすることにした。これらの決

定は貿易の実態に即してメキシコドルに基準をおいた

ものであった。政府の貨幣基準設定に基づく重量表に

従って， 3年11月に竣工した造幣寮の工場で新貨幣の

製造が始められた。

政府の幣制改革方針に従って新貨幣の製造が始めら

れたが，時あたかもアメリカに諸制度調査に赴いてい

た伊藤俊輔から， 3年12月付の手紙で，金貨本位制を

採用すべきである旨の建議がなされた。

この建議は，世界の貨幣制度が金本位制に移りつつ

あることを論拠とし，また金銀の比価はメトリック法

によるべきであることを述べたものであった。政府は

検討の結果，この意見を容れて貨幣制度の基本を金に

変更することとし， 4年5月に新貨条例を公布し，金

貨を本位貨幣として，銀貨を補助貨幣とし，金銀の比

価を l対13.2と変えて，新たな幣制に踏みきった。単

位呼称は円・銭・厘となったが，呼称変更による混乱

を避けて，円は両と同じ単位基準とした。

ところで， 2年11月決定と 4年5月の新貨条例とで

は金銀比価にかなりの開きがあった。この金銀比価に

ついては幕末以来いろいろな問題があった。慶長年間

に定まった幣制で、は，この比価は諸外国のそれと大き

な差異はなく，この比価の関係から混乱の生ずること

もなかったが，再々の改鋳を経て，幕末には，諸外国

に比して金の比価が著しく低下していたo そのために

通商が聞かれると，金貨は大量に海外に流出して，圏内

ではそれを見ることさえ珍しくなり，一方，安価な墨銀

(メキシコ銀)が流入し，国際取引は事実上銀によること

になった。新貨条例では金本位制をとり，メトリック

法で金銀比価を 1対13.2としたものの，実際の相場は

1対話程度であったので，政府はこの相場に即して特

に本位貨幣のほかに 416グレーンの円銀を鋳造して，

開港場で無制限に通用することを認めた。

以上のような事情は，通貨対策を非常にむずかしい
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1門出H'i:

ものにしていたが，その後の ~l~ Íll l iのド協でますます問

題を段対f:にした。銀側は8年ごろから 卜り 始め， 9年

になると尖和'Jjは金lに対して鋭20にまで ドがった。こ

のよ うな事態に対処して，政府は8年にI..I:J~l~ il_{口を

116グレーンから 420グレーンに引き 卜宇げたf{劫銀を

鈍むして供給し ， 金1~ と等制l iに交換することに し た

(円飢は金貨JOO円に対して101門で交換されることになって

いた〉。しかし銀自liド落のテンポが'1'.く，この拘:置のJ.]:

Méが I~，I則:となって ， 主(必飢の斜fiJjーは 9 年度|出 り でとめ

、れた。

貿易銀

その後，政府は凶南の役後の紙幣Mi{1在の下落に処し

て，銀貨流通を促すために，貿易銀の通用区域制限を

撤廃して一般にJul用することにし，租税その他公私の

取引のすべてにこれを授受すべきことを決めて， 11年

5月に布告した。この措置で貿劫銀は 11サ金貨と 同等

の資格をもつことにな り，本位の名称も貨幣条例の改

正もないまま貨幣制度は金銀複本位制となった。 さら

に同年11月には 420グレーンの貿易銀をやめ， 416グ

レーンの円銀を復活して，これを一般の取引に無制限

に通用する ことにしたので， 1可銀は本位貨幣の資格を

得た。かく て，事実上 ， 金t~複本位1lJリの通貨制度とな

った。
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2 政府紙幣の発行と 藩れ の処理

貨幣lI;IJ度が制度と して安定し，さらに社会的に十分

の機能を発揮するには ，1MI]度に定める貨幣の価値が確

保されることが必要条件である。金本位制度をとり な

がら ，事:~上銀本位であった西南の役以前の通貨事情

と，銀本位~I;リを認めながら通貨fl;1]度全体が不安定とな

った西南の役以降の通貨事情とは，通貨問題が本位貨

の条件だけで左右されるものではないことを示してい

た。四南の役前後の両者の差異は，各種の政府紙幣，

銀行紙幣の発行事情によるものであり ，この各紙幣が

貨幣命IJ度の一環と して合理的に処理される体制になか

ったことによっていた。これらの紙幣と貨幣制度との

|珂速が明確とな り，通貨体系の基本が確定するのは，

18年の允換銀行券発行を待たなければならないが，こ

こではそれにいたるまでの過程の， しかも中間的な時

期の説明にとどめ，貨幣制度確立過程のあとづけとし

て，各種政府紙幣と銀行紙幣の発行，流通，整理の経

緯を記すことにするO

すでに記したように，幕府時代には大部分の藩が滞

内限りの通用を条件に落札を発行 し，その流通は社ム

生活に惨透していた。藩による事情の差はあっても，

藩札が適切な管理下にある限 りは，特に弊害を伴うこ

ともなかったが，幕末には，各藩の財政困難のもとで，

その資金不足を補なうために活用されるこ とが多くな

るにつれて ，不換紙幣である藩札の信用はしだいに不

安定なものになった。新政府は幣制の確立のために新

しい貨幣を鋳造する方針を決めたが，その新政府自身

も，財政凶難から，結局藩札同様の政府紙幣を発行す

ることになった。 それが太政官札である。

新政府は幕府か ら政権を引き継ぐことで，財政権を

得，財政収入を向ることを予定 していたが，実際はほ

とんど財政収入は期待できなかった。そのため，会計

基立金300万両の調達，東宰費の調達等，富豪からの

併入れによってそれらの不足の補填を図ったけれども，

それだけではと うてし、一般の財政需要充足のための収

入を得ることは不可能であった。このような状況のも

とで三岡八郎の計画する太政官札発行が決まった。も

とより太政官札の発行がすんなりと決定 したのではな

い。 慶応4年の初めから発行計画はあったが，反応jが

多く ，その決定は 5月であった。この発行を正当づけ

るためにも発行計画は十分に意義あるものでなければ

ならなかったので，名目は各藩ごとに 1万石に l万|刈

の割合で，合計 3，000万両の殖産興業資金を貸し付け

るための発行であると した。

この太政官札は，通用を13年|浪りとし，その聞の引

替えはいっさし、しないとい うことで発行されたが，実

際には殖産興業資金を供給するという計画意図とは具

なって ，発行額の過半は財政資金の補填に向けられ，

その発行額も 2年 7月までの間に 4，800万両に及び，

当初の計画を大幅に上回わった。

太政官札の発行は，藩札のj監発で紙幣に対する社会

一般の不信が強ま っていた際のことであったから， 当

初の成績は不振で，ときには半他で正貨と交換される

ことがあ り，その流通もほとんど東京，京都，大阪の

3府に限られるとしづ 実情であっ た。各藩の興業資金

として交付しても，各藩はこれを 3府内で正貨に替え

て藩の用途に向けるということもしばしば行なわれ

た。これに対して ， 政府は tJ~~を禁止し，租税等の上

納をすべて太政'1守札によるべきことを布告するなどし

て，その価値維持と流通を策したが，結局その価値維

持が困難となったので，その時佃i流通を許し，公納価

格を正貨の 2割引とした。さらに純正画ーの貨幣を発

行するための造幣工場を作る計画に合わせて 2年 4

月にはその信用確保をねらって ，通用期限13年を 5年

に縮め，発行高も 3，250万両に抑制し 5年には新鋳

造貨幣と交換することを公示した。この措置によって

太政官札の性格は将来の免換を約束したものに変わり ，

通貨と しての基礎を強めた。一方で，偽造，改造によ

って金銀貨の品位が下 り信用が落ちていたこともあっ

て，太政官札の信用は急速に高まり， 通貨として安定

したものに変じた。

このような結果に乗じて， 政府は一度 3，250万両に

抑えた発行総額を 4，800万両に増大し，府藩県貸付分
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民部省札

をこの地加 1 ， 550 万 ~IJによるこ とと して，その貸付額

を 1，300万|山jから 2，500万両に引き上げた。また，太

政官札が高額券のみで流通に不便である とい うことで，

2年 9月には 1両以上の札と引き換えに小額紙幣の民

部省札を発行することとした。民部省札は2分， 1分，

2朱，1朱の 4租iが発行されたO 太政官札 4，800万両

を発行目的別にみれば，財政収支の不足を補うものが

3，000万両近い多額であり，府滞県向けの貸 付 けは

1， 100万阿余にとどま り， 650万両が尚法会所を通じ

て貸し付けられている。

新鋳貨と交換の約束の明治 5年にな っても交換を果

たすことは困難であっ たo 4年の廃静置県による財政

1M要増大に対処して，一度民間1才i札との引換えで回収

した太政行札を再度発行し，さらに別砲の紙幣を発行

して財源不j己に処する状別であった。しかしこの よう

な新しい財政事↑l与が新鋳貨との交換を凶難としたので‘

はなく，困難の4~1古はそれより早くから判明していた

ので，太政官札の偽造紙幣が山はじめたこと，汚損が

目立ちはじめたことの理由をもあわせて，政府は新紙

幣の発行で‘新鋳貨に替える方針を 3年 6月に決定し，

紙幣の印MiIJをドイツに求め 2 その準備を得て4年12月

に新紙幣発行を布告し， 金札(太政官札，民部省札〉を

回収する ことにした。 走行紙幣は 100円の高額券から10
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ドイツに注文して作った新紙幣表

向上哀

銭の小額券まで9種に及んだo

金札は， 13年限り通用の不換紙幣から， 5年後交換

を約束した先換紙幣に転 じたが，ここで再度通周期限

のない不換紙幣に切り替えられた。そして新紙幣は金

札との引換えにとどまらず，さらに多くの目的を負っ

て発行された。それは単に金融政策目的にとどまらず，

財政rl/~ ，国出的目的に用いられt..:..o 以下，)1闘を追って

この事情を説明するが，ふ;項では，一応紙幣増発とは

関係のない溶札の処理にふれておきたL、。

4年7月の廃藩置県で，旧落札処理の責任は新政府

に帰したが，落札の種類が多く ，信用の程度も異なっ

て，単純な交換による回収が困難であったので，政府

は4年12月に藩札消却の方針を定めた。まず各藩の藩
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札の準備金を回収し， 4年7月の時価によって藩札交

換の基準とし，これによる通用を許しつつ，租税等に

よる収入として府県等で、得た藩札は政府に納付させ，

5銭以下の小札についてはのちに銅貨鋳造によって交

換することとして，それまで押印通用させる方針をと

った。この処理方針による藩札回収はなかなか進捗し

なかったが，太政官札等の回収に合わせて通周期限を

定めてその処理を果たした。

3 紙幣の交換と新紙幣の増発

金札 ・藩札の回収で新紙幣を発行することは，紙幣

の偽造を防ぎ，安定通貨，統一通貨を普及させるため

にも望ましいことであったが，通貨の交換は容易な仕

事ではなかった。前記のように藩札回収の方針を定め，

金札回収についても租税納付等の機会を利用 したが，

その作業はなかなか進まなかった。金札については 5

年以降残存分に年6分の利子をつける約束があり，そ

の利子交付のために金札を公債と引き替える策をとっ

たけれども効果が少なかった。かくて，金札等につい

てはその通周期限を 8年 5月末とする布告を 8年 1月

に発し，各府県等で交換手続を とったが，期限内に所

期の効果が上がらなかったので，再々期限を延ばし，

11年 9月末を最後にようやく交換事務を打ち切った。

新紙幣の発行は上述のような旧紙幣の交換による紙

幣統一の目的があったが，この交換の対象となったも

のには，なお大蔵省允換証券，開拓使允換証券等があ

るO まず大蔵省先換証券をみよう。 廃藩置県は著しい

政府経費の増大をもたらしたが，財源がこれに伴わず，

既述の金札の再発行によってその一部をまかなったけ

れども，これでは足りなかったので，古金銀を回収す

る目的をも加えて，先換証券として 4年12月の布告で

日井組に托して発行した。その後 5年 4月までに 680

万円に達したが，古金銀回収についての所期の成果が

得られずにその限度にとどめられ，7年には先換の約

束を解いて新紙幣に交換されることになった。

開拓使先換証券は，証券としての性格は大蔵省先換

証券と同一で， 5年 1月の布告で発行され，北海道関

拓の事業費にあてられたが，これについても 同様に不

換紙幣である新紙幣に交換された。

繰替貸付金は，財政収入の遅れを一時補填する目的

で5年10月に採用されたものであり，紙幣寮から出納

寮への貸付けとしづ形式をと ったが，6年2月までに

9回にわたった計800万円の貸付金が，結局紙幣寮へ

の返却困難となり ，7年8月に国債部算入として債務

の形に切り替えられた。この結果，一時的繰替資金が

経費支弁に転じて新紙幣増発要因になった。為替会社

貸付金については後節で説明するが，その貸付金処理

に一時繰替支弁 した52.5万余円についても ，結局国D!i:

部算入と して紙幣の発行増大を促した。

以上のほかに，西南の役の時の予備紙幣2，700万円の

発行が，さらに政府紙幣を増大させたがp このように増

加した統一紙幣は，発行当初はドイツ札としてその美

麗を賞されたものの，比較的紙質が弱く汚損が多くな

り，また金額によ って 9種の紙幣がありながら，いず

れも同じ模様で金額の文字だけが異なるとし、う不便も

あって，政府は再度紙幣の交換を計画したO この計画

によ って発行された紙幣がし、わゆる改造紙幣であり，

国産紙幣であった。国産紙幣製造はすでに 7年9月に

その方針を決定し，銀行紙幣製造に合わせて新種の政

府紙幣印刷に努力し，14年に発行に到達し，10円 ・5

円 ・1門の 3種が発行された。初めての人像入りの紙

幣で，人像は神功皇后であって，原料にはみつまたを

用い，印刷方法にもくふ うが加えられた。この改造紙

幣発行によ る新紙幣回収については特別の措置はとら

れなかった。

なお ，小額紙幣については，硬貨との交換の方針ーで

あったが，鋳造準備が整わなかったので，これも新し

い紙幣に切り替えることにして， 15年に50銭と20銭の

2種の改造紙幣を発行した。小額改造紙幣では人像は

用いられなかったO

4 国立銀行紙幣の発行

銀行紙幣の発行は，もともと政府紙幣とのこ元的な

不換紙幣流通を意図して始められたものではなし、。次
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節で説明するように 3国立銀行の設立は，不換紙幣であ

る政府紙幣に替えて，正貨允換の銀行券を発行し，こ

れによって通貨価値を安定させ，政府紙幣も整理 しよ

うとの意図によ ったものであった。ところが金融的，

財政的な条件が整わなかったことで所期の効果が得ら

れず，さらに秩禄処分という政治的諜i迫達成に際 して

華士族への生業資金賦与，金椋公偵の市血li維持等の目

的と結びつけた施策が，国立銀行を允換紙幣の発行機

関から不換紙幣の発行機関に切り替えることになって，

通貨の統一と通貨(illi仰の安定の謀地は見送られ，西南

の役による政府紙幣，銀行紙幣の明発が，それぞれの

市価低落をまねくことになった。

国立銀行条例は 5年11月に制定された。同条例によ

る国立銀行券の発行の子統，ノj法の長件は次のように

なっていた。 資本金の 6割キ[戸I'Iの政府紙幣を政府に納

め，政府はこれと引き替えに 6分利付の金札引替公依

証書を与え，銀行はこの公伏証書を発行紙幣の抵当と

して政府に預けて，同額の銀行紙幣の交付を受けて，

これを営業資金にあてる O この銀行紙幣は正貨先換の

義務があ り， この義務履行のために資本金の 4割相当

の正貨を保有準備しなければならなt、ことになってい

た。この関連を別言すれば，資本金の 6割相当の銀行

紙幣発行のために，資本金の4割相当の正貨を準備す

ることになっていたので・ある。この国立銀行設立によ

って ，政府は政府紙幣を吸収しつつ先換紙幣の流通を

図り，貨幣価値の安定を得ょうとしたもので，政府は

この条例実施のために， 1， 500万1
1J分の銀行紙幣を製

造 し，準備を備えた。

しかし，既述のよ うに，政府は政府紙幣を新紙幣に

切り替えるにあたって，主としてM政上の都合から紙

幣を噌発し，それが紙幣制iuaの低落をもたらしていた

ので，この同立銀行設立のな凶は軌道にのらず，設立

認可を受けたものはわずかに 5行にとどまり，開業に

いたったのは 4行で，そのう ちの 1行は開業後に資本

金を減じたこともあって，銀行紙幣発行免許額は，4 

行合計で当初 207万円，後に 147万円にとどまった。

そしてその営業過程でこの免許額の発行も困難とな り，
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7年6月の 135.6万余円を最高に以後漸減し 9年 6

月には 6.2万余円にまで縮小した。政府はこの聞に国

立銀行を営業困難から救済するために，銀行紙幣を抵

叫んとして準備金から政府紙幣を貸し出すことに したの

で，先換紙幣発行のための|叫立銀行設立のな図は全く

'1-1効のないものとなった。

9年には秩砧処分のブi針が決まって ，多額の秩t*公

u'tが火・付与れることになったが，政府はこ の公偵の生

業資金化と{!lli桝維持とに結びつけて ，9年 8月に国立

銀行条例lを改正し， IF.貨準備の条件をけすP って政府紙

幣司U{INJとし，その準備率も資本金の 2割に縮め，政府

紙幣の納付ーによる金札引換公{点の付与という条件もは

ず して，公u'[抵当による|苛立銀行券の交付ということ

警
山
口
鶴
通
話

額
十
円
品
開
制
合
一
銭
前

向上

、-

にしたので，国立銀行設立の当初の意図とは基本的に

性格の異なったもの となった。

この条例改正後，国立銀行設立の申請が続出し ，12 

年12月の京都第百五十三国立銀行を最後に，その設立

許可を打ち切ったが，設立許可を受けたものは 153行

に及び，発行幣紙も最高発行許可額 3，442万余円に近

し、 3，404.6万円に達した。設立の打切り は銀行幣紙発

行総額との関連で決定したが，設立申請増大の過程で

10年12月に同条例改正で大蔵卿が発行幣紙の員数を制

限することができるとしたのち，11年 3月の条例改正

でこの条項を強化し，これによ って上述の 3，442万余

円を決めたのであった。 3，404.6万のなかには政府の

借り入れた第十五国立銀行の銀行紙幣 1， 500万円も含

まれるが，僅々 2年の問に 3，400万円もの銀行紙幣が

政府幣紙に付け加えられたことは，政府紙幣増大過程

でのことでもあ り，通貨価値の安定からみて大きな撹

乱要因であったことに違いはなかった。発行額のfkU限

とともに，政府紙幣と もども ，銀行紙幣の整理はいず

れ通貨政策の課題となる運命にあった。

5 紙幣整理への道

上述のような政府紙幣の増発と銀行紙幣の発行とは，

圏内の経済活動に対する強い刺激要因とな って，一面

ではその助長の機能を果たしたが，他面では著しい通

貨価値の下落を引き起こした。政府は通貨の統ーより

もまずこの下落に対処しなければならなかっ た。 通貨

価値の回復，さらに先換銀行券の発行による貨幣制度

の確立と通貨の統一 3 安定化への推移につし、ては，後

節あるいは第 2期の問題と して詳細に説明するが，そ

の要点を槻略記せば次のようになるO 西南の役以後の

通貨対策は国債償還政策とともに紙幣整理政策として

進められ，まず財政資金による政府紙幣の消却と国債

の償還として始ま り，滅債基金制度が創設され，財政

資金調達のために酒造税，煙草税が増徴され，行財政

の整理が行なわれる。そ して中央銀行として日本銀行

を設置し，他方でその発行する先換銀行券の裏づけの

ために正貨備蓄策が進められ， 18年に免換銀行券が発
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行されるのである。

西南の役以前の通貨政策と以後のそれとの基本的な

差は，西南の役以前で、は財政資金による通貨処理を実

行するとしづ基本的な措置がなく ，むしろ財政資金調

達のために通貨制度が利用され，さらに民間資力に頼

って通貨政策が進められようと したのに対して，西南

の役以後で怯免換制度実現のために一時は外資に頼ろ

うとしたこと もあったが，結局は財政資金によ って通

貨価値の回復と幣制の統ーを図ろ うとしたO このよ う

な転換は，一面では西南の役以後には，極端に通貨佃i

第 2節

第 4章貨幣 ・金融制度の創設

値が下落して，放置をゆるさない状態となっていたた

めでもあるが，他面では，財政資金による措置が可能

となるような国民経済的，政治的，行政技術的条件が

作られてきていたことにもよっていた。西南の役以前

に，通貨金融政策が財政施策のために利用された間に

あって，財政問題が処理され，政治経済の基盤が固め

られ，財政主11勤の体制が徐々に強化されていたことも

看過できなし、。これらの事項の記述は別の章にゆず、っ

て，次節で・金融持1)度の幣備過程を説明しよう 。

金融制度の充実と金融機関の設立

1 国立銀行条例以前の金融機関

幕府時代には藩札の発行もあ り， ときには幣制の不

安定もあったが，その支配下 265年にわたって一応幣

制は維持された。しかしこの幣制下の金融機能につい

てみると， 金融機関が組織的な活動をしてそれを促進

するということはほとんどなく， 信用活動は個人的な

縁故や知人を頼るもの以上にでなかったといってよく，

さらに産業活動も各藩ごとに藩の指導体制下で発達し，

それを介して富豪が資金を提供する ことが主要な金融

活動となる状況であった。幕末から維新にかけての金

融活動もこのような性格を示 していたO しかし，5カ

国との通商条約が締結されて広く貿易が聞かれ，欧米

の諸制度を学ぶにいたって，単に貨幣制度を整備する

だけでなく，この制度の もとで金融機能を果たす機関

設立の必要が認識され，それを発展助長させるこ とが，

殖産興業を基本的な政策とする新政府の重要な課題と

なった。も とより初めから組織の整備された金融制度

を作 り，金融機関の活動を期待することは困難であっ

たが，新政府は種々の計画を進めた。その第一着手が

為替会社の設立で・あった。

為替会社設立についての主役は，会計官の管轄下に

あった商法司と，その活動を引き継し、だ通商司であっ

たo 商法司の設置は為替会社を作るためではなく 「商

業ヲ振起シ政府ノ 為ニ間接税ヲ増加セ シメン トスル」

にあって，直接このような機関の問題にふれるもので

はなかった。しかし，財政収入諸項目の整備に合わせ

て商業振起が取り上げられたのは，幕末の貨幣経済の

混乱，商品流通秩序の荒廃を目前にした新政府の当然、

の措置であった。そのためにこの課題に処する各般の

調査研究が取り上げられた。商法会所の設立も ，会計

基立金のことも ，太政'j'r札発行による殖産興業資金の

散布も，みなこれらの施策の一端であったが，この商

法司の機能を引き継し、だ通商司は， 2年2月設置後，

貿易対策と内外商業振興策を立て，その具体策と して

通商会社と為替会社の設立を図った。

通商会社は内外の商業を営み，その振興にあたるも

のであったが，為替会社はこの通商会社に資本を融通

するとともに，民間への融資をも扱うものであった。

政府はこの 2種の会社に特別の保護を与えたので，開

業するものが各地に続出したが，事業がうまくいった

ものは少なく，長続きしなかったO このなかで為替会

社については，大部分が幕府時代に御用為替方を勤め

た富豪が営業にあたり ，特に三井 ・小野・島田・奥田な
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どの'広豪が関係したので，その信用度も高かった。為

替会社はわが同において欧米の銀行業の組織に即して

作られた最初の金融機関で・あった。その設立は明治 3

年にはいってからであったが， 5年制定の国立銀行条

{~;Ijの脆-行に伴 って解散するまでは，東京，横浜 ， 京都 ，

大阪，神戸，大津，新k.L敦賀の 8社が営業を続け，

その発行紙幣も800万両を越え ，その約半額は正金引

換えを約束した金券で‘あった。

2 国立銀行条例の制定， 改正と銀行類似

機関の発達

上述のよ うな為替会社活動の状況下で，明治 5年11

月に自立銀行条例を11制定したが，政府の君、図は， 一方

で民/1¥Jの金融機関の発注を期待するとともに，他方で

官Jlrの特別な金融機関を作 り，特別の条件と援助を与

えつつ，政府幣紙を整理し，允換紙幣を発行して，金

融の円滑を図ろうとするものであった。こ の国立銀行

第一国立銀行の浮世絵
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条例施行に際して為替会社は解散したが，横浜為替会

社は国立銀行に転業した。為替会社の解散にあたって，

その発行した金券を回収するのがやっとで， 巨額の損

失を残したものもあって，この損失のあと始末のため

に政府が一時繰替えで貸付けをしなければならなかっ

た。この貸付けの処理で新紙幣の増発となったことは

すでに記したが， 当時は金札の発行がし、かに困難であ

ったかを，この事情で知るこ とができょう。 したがっ

て，国立銀行設立の政府の意図も予期 した成果を上げ

なかった。

国立銀行の設立は意図どおりに進まなかったが，為

替会社の活動による金融活動への刺激が，金融機関設

置の気運を醸成し， 国立銀行条例によらない私立銀行

や，銀行類似業務の出願が続出して，国立銀行の不振

とは反対に， 4年末から短期間にその数は 100を越え

る状況であった。国立銀行条例以外には，これらの金

融活動を規制する法規がなかったこともあって，政府

としては特にこれらの機関の活動を抑制する措置はと

らなかった。また，地方庁限りで出願を処理したもの

を考慮すると，銀行類似業務を営むものはかな りの数

になり，金融機関は発達の方向に向かっていた。そし

てこの方向を助長したのが，秩禄処分による公債の交

付と，それに応じて行なわれた国立銀行条例の改正で・

あった。

9年の国立銀行条例の改正は，通貨の統一，先換紙

幣発行への施策の方向からみれば，大きな後退である

が，金融機関の設立とその活動助長という点からみる

ならば，非常に大きな役割を果たした。 そしてこの銀

行増設によって企業熱は大いに助成された。 すな わ

ち，秩禄処分によって政府の交付した金禄公債は 1億

7，384.4万円に上り，国立銀行条例の改正によって，

公債を担保として銀行紙幣の交付を受け銀行業務を営

むには，この担保公債の4分の lの準備金を用意すれ

ば足り，その準備金も正貨による必要はなかったので，

国立銀行の設立はきわめて容易となり ，それによって

園内の資金を動員して，産業に向ける機能を助長する

好機となった。 そして， 10年に起こった西南の役とそ

の後の政府の殖産興業政策の推進は，これら新設の国

立銀行に活動の場を提供したので-あった。

12年12月限りで国立銀行の設立許可は打ち切られ，

それまでに 153行の設立が承認されたが，この多数の

国立銀行が営業不振で倒産するということもなく， 国

立銀行設立停止後は，銀行設立希望者は私立銀行設立

へと動き ，13年以降は私立銀行興隆の時期ともいえる

状況であったO すでに 9年の国立銀行条例改正後は，

銀行類似会社も銀行の名称を用いることが認められた

ので，銀行と改称するものも多く，銀行業務を助長し

ていた。これらの私立銀行の営業の実態についての詳

細は明らかでなく，しかもその社会的影響は大きくな

っており ，また営業の不安定なものも出はじめていた

ので， 12年6月末の時点で大蔵省が実態調査をした。

その結果によれば，私立会社で銀行業務を営むものは

164，資本金額 509.1万余円に及んだが， その後 1年

半の14年末にはその数は 459に著増し，資本金額も

1，634.1万余円に増大した。特に，私立銀行を名乗る

ものは 2行から 90行に増加し，資本金額も 1，044.7万

円に達した。 9年以降の銀行業の発達がし、かに顕著で

あったかがこの経過に示された。しかし， 12年6月の

時・点で‘調査が行なわれたことにも示されるよ うに，こ

れらの機関の経営内容については不健全なものも多く，

特に小規模のものについては，社会不安をまねきかね

ないものが多かったので，大蔵省ではその実情調査を

進めるとともに，対策の検討と具体的措置の実現を図

った。それらの具体的な内容については第2期の説明

にゆずる。

3 特殊金融機関の設立

これまで一般的な性格の金融機関の設立とその増加

事情を記したが，それらの発達に付帯して設立された

特殊な金融機関について説明 しよ う。その設立順序に

従って，駅逓局貯金と貯蓄銀行のこと，第十五国立銀

行のこと ，それと横浜正金銀行のことを取り上げる。

駅逓局貯金は現在の郵便貯金の前身であり ，政府が

扱う零細貯蓄資金の預 り機関であった。 そ れは国民
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が勤倹貯蓄の習慣を作ることを期したものであ り，も

ともとこの集積資金の活用を意図したわけで、はなかっ

たから， 当初はいわゆる金融機関としての意義は小さ

かった。その発足は明治7年 8月で，イギリスのポス

ト・ オフィス ・セイピングス ・パンク にならって貯金

預規則を制定したことに始まるが.東京に18カ所，横

浜に lカ所の貯金預所を設け， 8年 5月から預金事務

を実施して，貯金と称 した。

貯蓄機関としては山梨県に興産会社があり，それが

後に第十国立銀行となってからも ，この貯蓄業務を続

けたが，こ のような国民の零細な貯蓄資金を集めるこ

とはごく 一部で、行ーなわれていただけで，政府の始めた

貯金も急速に発展 したわけで、はなかった。貯金創設時

には貯金額に年3分の利子をつけることにしたが，そ

れも 1円以上の額で，預入後 6カ月以内に払い戻すと

きには利子をつけなかった。この利子を 9年に 4分，

10年に 5分， 11年に 6分に引き上げ，この11年には利

子をつける金額を10銭にまで下げ， 6カ月以内払戻無

利子の制度も廃して貯金を奨励し，貯金しやすくする

くふうを加えた。 14年には貯金としては最高利子の 7

分2厘に引き上げたが，その後再度の利下げで4分2

厘にまで下げた。また勤倹貯蓄を奨励する趣旨から，

発足時には 1人1年の預入額を10銭以上 100円までと

し，預金総額を 500円に抑えていたのを改めて， 10年

には預入最低額を 3銭に下げ， 11年には総額を 600円

に引き上げ，13年には l人l年の預入額を10銭以上30

円までとし，預金総額の制限を廃した。その後15年に

は 1人1度の預入額を10銭以上とし， 1日の預入額を

50円以下として，貯金のj;自加に即して漸次制度を整備

した。またこの間，教育救助，慈善目的の団体の貯金

については預入条件を緩和して，貯金の趣旨を徹底す

る努力をはらった。なおこの貯金 (13年以降は駅逓貯金

と名称を変更〉の扱いについては第2期で記述するこ

とにするo

この貯金は逐年その成績を上げ，この制度実施後10

年には預入人員29万，預入額 905万円に増加したが，

このような傾向を反映して，既述の銀行類似業務を営
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むもののなかで，零細預金を扱うものが増加してい

た。そして銀行類似業が一般的にみて不安定な基礎の

もとで営業していたのと同じように，この零細預金取

扱いのものも，その基礎は不確実であった。政府は西

南の役以後の貯蓄預金取扱いの機関増加に処して，特

にその実態を調査し，その取扱いを慎重に検討した。

貯蓄業務を普通銀行の業務と同一視することは適切で

ないとの判断によるものであり，松方が中央銀行設立

にあわせて貯蓄銀行の設立の必要を説いたのも，この

事情を反映したものであった。なお，貯蓄銀行の問題

は，第2期の説明において詳述する。

次に第十五国立銀行についてみよう。第十五国立銀

行は閣立銀行であるから，その限りでは制度上の特殊

な機関ではないが，その設立理由と機関としての特殊

な条件を顧慮すれば，その事由を明らかにしておく必

要があるo 第十五国立銀行の設立については，華族の

出資する銀行として西南の役以前にすで・に計画が立て

られていた。華族の諸禄債を利用した一大銀行で、あり，

その資金を主として鉄道の建設に向けようとしていた

が，大きな資力の銀行であったことから，資金運用に

ついては設立計画者も苦心していた。たまたま西南の

役が起こったので，戦費調達に悩む政府はこの銀行か

ら資金を借り入れることにして，その設立を急ぎ，金

禄公債証書もまだできていなかったので，仮証書を交

付し，設立にまにあわせたので、あった。そして政府は

1，5∞万円の借入れについて，利子は年5分，期限20

年としたが，その際，この銀行に対しては特に銀行紙

幣発行の条件として，資本金の 8割相当額という比率

を9割3分余と高め〈資本金 1，782.6万余円，紙幣発行権

1，666.8万余円).準備金は政府借入 1，500万円の 100分

の5でよいことにし，しかもこの準備金が不足すると

きには，銀行紙幣を大蔵省に差し出して同額の政府紙

幣の下付を受けることができることにした。さらに担

保公債の最低価格を定めて，公債相場下落による担保

不足額補楓の責任を免除した。また，貸付けは一口に

つき資本総額の10分の l以内というわくをはずし，さ

らに純益の 1割以上を積み立てるとし、う条件もはずし
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た。これらはし、ずれも，政府が発行紙幣の大部分を倍

り入れるための措置で、あり，第十五国立銀行の場合に

限って与えた特権であったo

最後に横浜正金銀行の設立について記そう。維新以

来の貿易は，一方では世界諸国の安価良質の製品を輸

入して，圏内産業の合理的再編成を促し，他方ではわ

が国の特産物を国際商品として輸出して，関連産業の

発達を刺激したが，輸出入総体としては輸入額が輸出

額を超過して，正貨の海外流出をもたらしていた。そ

して輸出入が外国商社によって扱われていたことが貿

易を不利にする一因でもあったから，政府としては早

くから貿易金融をわが国の機関で行なうことの必要を

感じていた。そして西南の役以後の紙幣増発で紙幣価

値が下落し，貿易が安定を失い正貨の流出が増加した

ので，対外貿易金融のための機関設立の必要はますま

す強まった。

このような事態のもとで， 12年2月に政府は洋銀取

引所を設置して，正貨供給不足を補填しようとしたが，

その実効のないことを察知したころ，たまたま同年11

月に，国立銀行条例の趣旨をいれた正金取ヲ|の銀行設

立の出願があったので，政府はほぼその希望をいれて，

横浜正金銀行の設立を承認した。紙幣発行の条件は認

めなかったが，資本金300万円中の 3分の 1を政府が

引き受け，これを正貨で出資することにした。この特

殊銀行は資本金300万円中 140万円は銀貨で， 160万

円は紙幣で調達し， 13年2月に開業した。

貿易金融の銀行として，正金取引を基本として設立

する銀行であれば，資本金の一部を紙幣で調達するこ

とは適切とはいえなかったが，このような貿易金融の

銀行を必要とする事情が，同時にそのような機関を作

るに際して正貨を集めることを国難としていた事情で、

もあった。それはまた，この横浜正金銀行が十分に期

待された機能を発揮することができなかった理由で、も

あった。もともと向行設立についての発起では，銀貨

300万円で資本金を組織し，貿易港たる横浜に正金取

引の銀行を作ろうとしたものであった。その業務とし

ての対外為替荷為替の事業が，内外貿易の閑仁あって

金融を緩和するものであるから，資本金として銀貨を

用意しなければならないのは当然であった。また，正

貨増加に応じて金札引換証書を抵当とする先換紙幣発

行の特許を求めたことも，不当な条件ではなかった。

むしろ，問題は正貨の増加が実現可能かどうかにあっ
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た。結局，ここでも国立銀行の設立が，先換紙幣の発

行の意図であったものが，不換紙幣の発行で一般の金

融疎通の目的に転じたのに似た結果となり，横浜正金

銀行もその本来の貿易金融機関としての機能を十分に

果たすことができなかった。

第 3節 幕藩体制整理，殖産興業促進と公債政策

貨幣と公債とは性格を異にするものであるが，明治

初頭には紙幣が多種多額に発行きれ，紙幣は多分に政

府の債務の性格をおびたので，通貨と政府債務との差

異を明確に区分することができないほど両者は接近し

たものになっていたO 政府の債務とすべきものが通貨

によって処理され，通貨を政府債務として扱うことで

政策が進められて，政府の政策態度においても両者が

未分化であることがあった。 12年においてもなおその

性格が残っており，減債方案のとらえ方にその典型を

みることができる。本節では，利子負担を伴うものと

して政府の債務を扱い，その増大と整理の過程を取り

上げることにするO

!日債務の継承整理

明治維新は，まさに維新であって革命ではなかった

ので，新政府は旧幕府の債務だけでなく，諸藩の債務

をも引き継ぐ姿勢をとった。したがって，新政府は発

足当初から財政収入とは別個に多大の債務を負うこと

になったので、ある。本項ではこの引継ぎの債務につい

て記すが，新政府の継承は，旧幕府体制全般に及んで

いたので，後述のように，その体制整理が政府の債務

を増大させる結果となったo その典型が秩禄処分に伴

う秩禄公債，金禄公債の交付発行であり，外債の募集

である0

2年の版籍奉還によって，新政府は幕府の諸権限継

承に続いて，諸藩の諸権限をも引き継いだ。その結果，

諸藩の膨大な債務も引き継ぐことになった。政府は各
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藩に，この債務整理についての計画を立てさせたが，

その具体的処理方式の決定は廃藩置県を待たなければ

ならなかった。各藩の債務は，その名称，形式が多様

で，とうてい一律の処理をすることはできなかった。

償還方法，期限等の関連からも一時に消却することは

政府の財政力からみても困難であったから，結局は政

府の債務に切り替える方法の問題に帰着した。そして

これら債務について配慮すべき基本問題ーは，債権者に

不公平を生じさせないことにあったから，そのために

は債務の精確な調査が必要であった。この調査は非常

に復雑で困難な作業であったが， 5年4月にはその調

査を終了して，処分方法を定め，その具体案の決定を

待って， 6年3月に新旧公債証書発行条例を制定して，

この処理をすませた。

旧藩債処理の要点は，弘化元年(版籍奉還以前25年〉

以前の債務は切り捨て，弘化元年以後の債務について，

慶応3年までの分を旧債務，明治元年以降4年までを

新債務として，旧債務は50年年賦，新債務は25年年賦

で償還することにし，旧債務は無利子，新債務は 3年

据置後に償還することとして，年4分の利子をつけ

た。この基準に従って処理をするために，新旧の債務

に応じて公債証書を交付することにした。この処理要

領に即して旧債務をみると，債務総額は 7，413万余円

と算定されたが，そのうち弘化元年以前の債務額に当

る3，926.6万円を削除して， 3，486.4万余円を政府の

債務として残した。旧債務として公債交付に切り替

えた額は 1，122万余円，向様の新債務分は 1，282万余
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円で，その他の1，080.2万余円は 70.7万円を現金で

返償し， 368万円を租税等に振り替えて処理し，

643.5万余円を諸藩への貸付金と振替えにしたo 新旧

公債として債務が残されたのは 2，404.1万余円であっ

たo

なお，この藩債のほかに宮家の負債，琉球藩債処理

の問題があったが，前者は現金で，後者は他の藩債に

準じて13年に，それぞれ処理を終わった。

2 紙幣聾理のための公債発行

既述のように新貨幣の発行に替えてドイツ製の新紙

幣が発行されたが，太政官札については 2年5月に通

用期限を 5年として新貨幣との引換えを約束し，この

期限内に引き換えられないものには，年5分の利子を

付けることにしていたが，新紙幣発行に計画を切り替

えなければならなかったことにも示されるように，新

政府の財政収入はきわめて貧弱で‘あったから， 5年以

前に金札を新貨幣に引き換えることは少しも進まず，

金札処理はすべて 5年に持ち越されていた。したがっ

て政府は 5年以降の金札所持人に年5分の利子を交付

しなければならなくなったが，通貨に利子をつけるこ

とは事実上不可能であった。

通貨政策としては，それまで発行した各種の紙幣を

新紙幣に統一することが望ましかったが，通貨の交換

は容易の仕事ではなく，交換にかなりの月日を要する

ので，この金札に利子をつけるための方法も考慮して，

政府は 6年3月に金札引換公債証書発行条例を公布し，

金札所有者に金札と引換えに同公債を交付し，年6分

の利子を払うことにした。この条例においては利子を

6分に引き上げ，公債交付対象を金札所持者に限定せ

ず，新紙幣所有者にまで広げて紙幣回収を図った。こ

の公債は8年据置きで，その後抽簸償還し，発行後15

年で償還を終わるものであった。

金札引換公債証書の利子を6分に引き上げ，交付対

象を広げたのは. 5年に公布した国立銀行条例に示さ

れたのと共通の貨幣政策に従ったものであり，通貨の

統ーによる幣制の整理と紙幣回収による貨幣価値の確

保，免換紙幣発行による信用の向上にあった。これら

は紙幣の汚損，偽造紙幣の横行，藩札の処理という諸

問題に対処するためにも必要であったが，新紙幣が単

純な不換紙幣であって，金札をこれと交換させる魅力

に乏しく，さらに市中の金利水準がこの公債の利率を

上回り，公債の価格が額面を大きく割る実情でもあっ

たので，政府の意図に反して公債交付は進捗せず， 6 

年から 8年の間にようやく 223万余両の官省札と 443

万余円の新旧札とを回収したにとどまった。
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3 外国公債の発行

新政府発足後まもない時期に，外国公債の発行がで

きたこと自体特記すべきことであるが，しかも明治 3

年と 6年の再度の発行に成功し，それぞれに異なった

目的で発行したことも注目すべきであろう。明治初期

の公債はなんらかの形で旧幕府体制から新しい体制へ

の制度的転換に関連して発行されたが，この2公債の

うち， 3年の 9分利付英貨公債はこの関連がない殖産

興業目的のものであった。まずその 9分利付英貨公債

から説明しよう。

3年4月にロ γ ドンで発行した外国公債は，額面

1ω 万ポンド (488万円)， 利率9分，発行価格 1∞ポ

ンドにつき98ポンド， 3年据置後毎年10万ポンドずつ

を支払って， 15年に償還を終わる約束であった。その

発行目的は，新橋・横浜間に鉄道を建設する資金調達

にあり，抵当として海関税収入があてられた。募集結

果は順当であったが，この公債は発行にいたるまでに

いろいろと問題をかかえていた。

新政府は発足当初の財政園難のもとにおいても，欧

米の文明を吸収し産業を振興することを基本政策とし

てその実現に努め，鉄道建設についても， 2年のころ

には，かなり具体的な計画を検討していたo しかしそ

の建設資金を得ることが困難であった。たまたまイギ

リス人ホラシオ・ネルソン・レーが外資による鉄道建

設を建議したので，政府はその趣旨を採択して鉄道建

設にあたることになった。建議の大要は東京，大医，

兵車問と東京，横浜間，それと琵琵湖，敦賀港聞の 3

線を建設し，その費用を 3∞万ポンドと見込み，この

費用を外債で調達するについて，海関税収入と予想鉄

道収益とを抵当とする条件‘であった。政府は資金調達

の事務を大隈大輔と伊藤少輔に命じ，まず 100万ポン

ドの調達を期して，その権限をレーに一任した。

外債発行は初めての経験で，政府は発行手続等に通

じなかったため，レーが3年3月にロンドンで，日本

政府代理人の名義で 100万ポンドの外債募集公告をし

たことから，レーに対する政府の信額がくずれて， 7 

万ポンドをレーに交付することで関係を絶ち，政府は

改めてイギリスの東洋銀行に委託して，前記 100万ポ

ンドの起債を実行した。

この 3年の外国公債発行に続いて， 5年2月には廃

藩置県による制度変更に際しての財政支出増大分を補

填する目的で，再度外国公債の募集を計画した。起債

事務が大蔵卿に一任されたので，大蔵省は吉田大蔵少

輸を米英に派遣して募集することにした。吉田は米，

英，独いずれの地でも便宜の土地で8，∞0万円の実額

入手をめどに外国債の募集を図ったが，募債は予想外

に困難で，ょうやくロンドンで 240万ポンド (1，171.2 

万円〉の起債を果たした。 6年 1月に募集公告を出し

たが，起債条件は利率年7分，発行価格は 100ポンド

につき 92.5ポンド， 3年据置後，明治8年から 30年

までの聞に，元利混合済崩法によって償還することに

し，抵当として毎年少なくとも米40万石を買い上げて

備蓄するというものであった。

この7分利付英貨公債の発行は，秩祷処分の資金調

達を第一の課題としていた。秩禄処分については，後

述のように禄券を発行する計画であったが，一部は現

金で交付し，この禄券についても，士族に営業資金を付

与するには単に売買を許すことにとどめず，政府にお

いて幾分かの買上げを予定しなければならなかった。

その資金を外国公債に求めたのであって，少なくとも

Lαm万円は調達する必要があった。そしてこれをこ

える起債が可能であれば，鉱山，鉄道等の建設資金に

ふり向けようとしたので、あったo
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4 秩糠処分と公債の交付

幕府の旧体制から新しい体制に転換するについて，

これまでに旧藩債の引継ぎと藩札の処理とを説明した

が，それ以上に大きな問題が残きれていた。それが秩

禄の処分であった。版籍奉還で、は中央政府の問題が処

理されただけで，事実上諸藩限りの問題には手がつい

ていなかった。版籍奉還で，従来の藩主を知藩事に任

命し，各藩の家禄は現石高の10分の lとして，その禄

高は各藩で適宜定めることとし，一応の基準として禄

制21等区分の規則を定め，元の禄高 1万石以下9，000

石までを 250石とする最高から，元の禄高40石以下30

石までを8石とし，元の禄高30石以下をこれまでどお

りとするよう指示したが，禄は現米支給であり，その

配分は中央財政の収支と関係することはなかった。し

かし，廃藩置県で行政組織が一新し，県知事をはじめ

諸般の人事が中央政府からの指示で決定されることに

なって，幕府以来の禄制は存在根拠を失ない，その秩

禄支給だけが新政府の大きな負担となった。この秩禄

は当時の地租収入の 3分の lにもあたる大きなもので

あった。第5期の決算報告によれば，経常歳出4，247.4

万余円中，家禄は1.530.7万余円に達し，歳出合計5，773

万円に対しても 4分の l強の大きさであった。政府と

しては行政事務に関係する土族以外の秩禄をいっさい

破棄することもできたが，秩禄所有者にきびしくあた

って社会的混乱をまねくことを避け，むしろこれら秩

禄者に生業資金を与えることによって，秩禄を処理す

る方針をとった。

廃藩置県に先だって，秩禄奉還者にはその様高 3年

分を一時に交付し，帰農者には5年分を交付し，特に

樺太，北海道移住者には 7年分を交付するなどとし

た。その後4年末に華士卒族の自由営業が認められて，

これらの資金交付の意義がうすれたとして廃止された

が，生業資金を付与することの必要が再確認されて，

6年3月にはこの一時金付与の制度を復活した。しか

し，この一時金付与では生業資金としても不足する状

況であったので，大限大蔵卿の菓識をいれて.6年12月
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に家縁台典禄 100石未満のものに限ってその華還を認

め，その代償に永世禄は 6年分，終身禄は 4年分を交

付することにし，その半額を現金，半額を公m証密と

して ，7年3月に家禄引換公立t証

た。公債の条件は利率8分， 3年据置きで後7年間に

償還するものであった。

なお，この措置に際して，秩禄奉還者に甘林荒蕪地

払ドげ等の{史:白:を与えることにしたので，それ相当の

効果をあけ'たが，しかし，その対象が 100石未満の者

に限られたため， 100石以上の奉禄者で家禄の奉還を

中し出る者が多かったので，その対象を 100石以上に

まで広げ， 50石分限 りを現金で交付し， 残額を公債で

交付することにして ，7年11月にこれを布告した。こ

の抽位を加える ζ とで，7年から 9年にかけて発行さ

れた秩保公{点は 1，556.5万余円に及んだ。

以上のように，秩禄処理としては一応の効果をあげ

たものの，これによる政府経費の節約は 6∞万円程度

であって，政府としては依然として秩禄のために多額

の支出を続けなければならなかったo しかし一方では，

7， 8 年の秩ネ~分者の産業従事の結果は必ずしもよ

い成絞とはいえなかったので，内務卿の哀申 (8年3

)])によ って，8年7月以降，この秩禄奉還政策は中止

れた。秩線問題については財政負担軽減と社会的混

4の防止としづ相互に矛盾する関係をどうさばくかが

政府の大きな政策課題であったが，結局，大蔵卿の提議

によ って秩緑を処分することに決まり，

旧来の，除~!iりを全部廃止して，秩禄を全部

政府の負担とし， 受禄者にそれぞれ公債

証曹を交付することにして ，9年8月に

金椋公債~HIF発行条例を公布した。

この措置で:除高 と公債額とをどのよ う

に関係づけるかが，秩椋処分上の問題で

あったが，その要点は永世禄，終身禄，

年限緑それぞれに金禄元高に応、・じて公債

の額を定め，さらに金禄元高の水準に従

って公債の矛IJ子率に差を設けたことであ

る。これを具体的にみよ う。 永世捺につ
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いてみれば， 金禄元高 L∞0円以上の者については 7

万円以上は金禄元高の 5年分とし，以下金禄元高を滅

ずるに従って杭算年限をふやし， 1， 000円以上 2，500

円までの者は7年半分とする11級に分け，それぞれに

年 5分の利子の公債証書を付与すること にした。次に

金禄元高 1.0∞円以下については，900円以上を 7年

分と4分の 3とし， 100円以上150円までを11年分と

する13級に区分して，それぞれに年6分の利子の公債

証書を与え，さらに金禄元高 100円以下の者について

は， 75円以上を11年分とし， 25円末満を14年分とする

6級に区分して，それぞれに年7分の利子の公債証書

を与えることにした。次いで終身禄の者に対しては，

永世禄年限の10分の 5を給し，利子については永世禄

の割合と同一にし，年限禄の者に対しては， 10年以上

の者を永世禄年限の10分の 4とする級から， 2年きざ

みに区分してこの比率を減じて， 6年以下4年以上の

者へは永世禄年限の10分の 2.5とし， 4年ないし2年

の者へは同 10分の 2，2年の者へは同 10分の 1.5と

して，利子は永世様 ・終身禄の場合と同様の率に決め

~" 

わ'-0

上述のような交付額と利子率の決定は，旧来の禄制

が上に厚く下に薄かった実情を顧慮 したものであり，

それはまた下級藩士の不満iを鎮静することが政府の重

要な課題であったことを示していた。かくて，秩棟の

公債化の方途は決まり，有禄者に対する公債交付の仕

が始まった。有禄者30余万人の調査はたいへん苦労

の多い仕事であったが，西南の役による事務の停滞に

もかかわらず， 11年中には大部分の公債証書の交付を

すませた。公債は 5年据置きの後. 6年目から抽せん

によ って30年間に分けて償還することにしていたが，

公債証書交付の終了した明治23年末までの交付高は l

億7，384.4万円に及んだ。公債は種々の目的達成のた

めに活用されたが，この秩禄処分のための公償交付額

が最も大きく，それだけに，公債交付後の価格維持が次

の公債政策の課題となった。その うちの一つが既述の

国立銀行条例の改正であるが，他の一つが国債償還の

促進であるO この国債償還策について次項で説明しょ

う。

5 公債整理計画の発足

これまで旧藩債の処理，金札の引換え，外貨資金の

調達，秩禄の処分と，それぞれの公債発行事情につい

て記したが，西南の役以後は，さらに殖産興業政策推

進のために起業公債証書発行・条例を公布し，常用部と

は別個の会計を作ってこれに起債収入金を繰り入れて，

その資金で諸般の官業経営を進めた。この起業公偵・に

ついて特記すべきは，それまでの国内発行の公依がす

べて交付公債であったのに対して，一般に公募して資

金を集めたことにあったO この起業公債についての諸

条件と起業会計の収支，殖産興業政策の内容等は，

括して第2期で説明することとして，本項では，維新

後10年にして急膨脹した公債の整理問題について記述

する。

金禄公債が 1億 7，∞0万円をこえる高額となり，そ

れまでに発行した各種公債と合して政府の債務は 2億

円をはるかにこす大きさとなった。西南の役以後の政

府のこの債務は，常用部の規模の 3倍を越える大きさ

であった。 したがって，この高額の債券が資金化を求

めて市場に現われれば，公債価格が激務する ことは 9

年以前の公債fITfi格の実情に徴しても明らかであった。

そのために，政府は国立銀行条例を改正して公mを担

保とする国立銀行券の発行の比率を高め，国立銀行の
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設立を容必にしつつ，公債の(1IIi格維持を図ったのであ

った。しかし，その直後に西南の役が始ま り，第十五

銀行紙幣 1，500万円と予備紙幣 2，700万円の発行が

あって，紙幣Wli値も公山古lfi格も下落し，政府はその対

ーとして政府紙幣と公債の滅到J，償i遣によるその自li格

維持を図らなければならなくなった。 i猷役前の紙幣発

行，公債発行政策が，その方向を転じる必要に迫られ

たので、ある。公債の組織的な整理計画は19年か ら実施

されるが，その説明は次期にゆずって ，ここではその

整理計画の前哨となった12年の滅依方案を中心にみる

ことにする。

西南の役で2，700万円の予備紙幣を発行するに際し

て，政府はその消却方法を公示し，流通中の半円以下.

の小額紙幣 2，700万円は，25年まで-の15年11'，]に補助貨

の銀銅貨に交換して，半円以下の紙幣を裁断し， 2，700

万円の紙幣は希望に応じ，明治6年の金札引換公む22正

常条例に準じて公債託告に交換する ことにした。この

方式は依然として西南の役以前の紙幣の公位転換政策

の踏襲であったが，翌日年になって紙幣公偵の下務が

EI だちはじめて ， ょうやく政策転換の-~が示 さ れ

た。 11年8.Hに大阪大成卿は公{j'(2え紙幣償巡概算曾を

調製して太政げに烈議し， l'iJ年9月に太政wはこれを

法認して，公伏紙幣の償泣計画を災施すること になっ

た。との方式によれば，内外国u'I:tL1:巡，紙幣tl'jlqJのため

に11年度から37年度まで旬:年度 2，0∞ 万円ずつ歳入金

から繰り入れ， 38年度は1，625.5万余円として償還計

画を進めるが，この過程で不起ある場合は準備金から

消却する ことにして， これらの方法を確実にするため

に準備金から 2，∞o万円をJJIJにして減償基金を設け，

この基金で公fa証曾を買い入れて利益を図り， 年々の

償泣基金にあてよう とするものであった。この 2，αm

万円の内訳については，当初は公似を多く 紙幣を少な

くして，早期に国庫の利子負担を減じ，紙幣の消却は

34年度以降の 5年度問に 8，400万円として，公債整理

に!f(ぷをおいた計・砲となっていた。紙幣の消却は15年

度まで年々50万円，その後20年度まで年々 100万円と

いう計画であったから，この計画による紙幣価値維持
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の意図は稀薄であった。

しかし， 11年から12年にかけて紙幣価値の低落は著

しく，政府はこれに対して一時は銀の供給不足による

ものと解して，洋銀取引所を設置するなどして対処し

たが，その効果が十分に得られなかったことにかんが

みて，紙幣整理に重点をおくことに方針を改めること

にして，公{責及紙幣償還概算書の計画を修正し，紙幣

消却を早期に実施することにした。この変更計画が国

債紙幣償還庁法で，いわゆる減債方案であって，大蔵

省、は12年7月にこの修正計画を第一銀行・三井銀行に

提示して一般に発表し，紙幣価値の回復維持に意欲の

あることを切らかにしたo この計画修正に際しては，

別に紙幣整理についてこ，三の計画が強化されたが，

紙幣整理のことは第2期で総括的に記述することにし

て，ここで‘は説明を省略するO

減償方案の概要を記すと，紙幣流通高を 1億2，092.7

万円と計算し，公債額は金禄公債1億7，422万円をは

じめ新公債，旧公債，秩禄公債，起業公債，外国公債等，

それに銀行借入れで計2億 5，434.3万円と計算して，

その合計額3億 7，527万余円を38年度までにすべて償
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還するものとして，この間の利子額を加えて元利総計

6億 2，636.2万余円を38年度までの年々の計画にふり

分けたものであった。公債の償還を後年度に移したの

で利子額が著しく増大し，計画総額が増大した。紙幣

整理の促進は紙幣の消却額を11年度 716.6万円， 12年

度13年度各2∞万円， 14， 15年度で計5∞万円とする

などの変更に示されていた。

公債は紙幣と異なって償還の義務があり，その償還

方法も決まっているので，ことさらに償還計画を立て

ることもないとし、う考え方もあるが，起債の計画がく

るうと，特定の年度に償還が集中して，過大な財政負担

を求めることになるので，紙幣消却にあわせて積極的

に償還計画を立て，その価格維持を図ることが西南の

役後に必要となったわけであるO この紙幣公債の償還

計画はこの後にさらに強化されるが，その努力にもか

かわらず，公債の未償還残額は10年代を通じてほとん

ど減少せず，さらにそれが日清戦争開始の時期まで持

続する。これらの財政事情は，次期において詳述しょ

う。

， 
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第 2期(明治 14年~明治 28年)


